
広報・PIチーム 会議録 
会議の名称  川口市自治基本条例策定委員会 第２回広報・PIチーム 

開 催 日 時  平成 20年 4月 14（月）18時 16分から 20時 51分 

開 催 場 所  川口市職員会館 2階 講座室 B 

出 席 者  
（リーダー）伊田（昭）委員 

林委員、永瀬委員、塀和委員 

会 議 内 容  

■ 自己紹介 
■ 広報・PIチームの役割 
■ 活動指針（案） 
■ 具体的内容（案） 

会 議 資 料  ・広報・PIチーム第 1回打合せメモ 

発 言 内 容  

■ 広報・PI チームの会議について 

・会議の傍聴は可能とする。（策定委員会や運営調整部会、検討部会などと

同様の取扱いとする。） 
・会議録は事務局で作成することとなった。 
・欠席委員には、事務局で概要を作成し、資料とともに送付することとな

った。 
・事務局の担当者を決めてほしいとの要望があり、早急に決めて報告する

こととなった。 
・早急に第４回運営調整部会の開催日程を調整してほしいとの依頼があっ

た。 
・次回は、5月 6日（火・祝）午前 10時から樹里安で集中的に討議するこ
ととなった。 

 
■ 広報・PI チームの役割について 

・チームの役割は、広報や PI（対話集会など）の企画立案を行い、運営調
整部会に諮ることとする。企画の実行段階では、委員全員が参加するこ

ととし、必要に応じてボランティアが参加することも考えていく。 
 

・公民館や町会を活用したほうが効率的である。また、広報は市の担当（広

報課、自治振興課、公民館関係）の協力は欠かせないものである。 
・チームの提案を運営調整部会に諮るには、基本的なところをしっかりと

議論し理論武装しておく必要がある。 
 
■ 活動指針について 

・条例策定の意義を市民に知らせるとともに理解を得るため、チームの活

動は、①一般市民の立場に立った企画・立案を行う、②できることから
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取り組んでいく、③事務局との協働の３点を基本にし、進めていくこと

とする。 
 
・市の広報紙について、昨年の 9月以来、条例に関する内容が掲載されて
いない。現実の問題として、町会長が条例について知らないに等しいと

いう実態がある。従って、素素案が出たところで広報をしても「これは

何だ」となってしまうので、その前に大々的に広報する必要があると思

っている。 
→広報かわぐち 5月号の 1ページを使って、これまでの経過を載せるべく
準備している。 
→各町会が総会等を行う時期となっており、町会相談員を通じて情報提供

を行うことを予定している。 
→5 月 1 日に連合町会長会議があるので市長のあいさつの中に盛り込むこ
と、全市合同町会長会議で PRすることについては、事務局で調整する。
 
■ 具体的内容について 

・具体的な内容のうち、急ぐものやできるものを検討したい。 
（１）広報かわぐちの活用 
毎月スペースを確保して記事を載せていきたいという意向が示され、内

容も含めて今後詰めていくこととなった。 
（２）ホームページの改訂 
現在のホームページ（以下「HP」という。）は内容が更新されていても、
1 ページ目に変化がないので全体の流れが分からない。そのため、全体
のダイジェスト（新着情報のようなもの）が必要だという意見が出され、

事務局において早急に HPを改良することとなった。 
（３）市民フォーラムの開催             【審議未了】 
（４）小・中学生及び高校生を対象にした作文コンクール【審議未了】 

 
（５）PIの開催                   【審議未了】 
（６）各種媒体の活用               － 提案のみ －

（７）勉強会の開催                － 提案のみ －

（８）その他                   － 提案のみ －

 
■ その他 

・流山市の広報・PIの状況を視察したいとの意見があったが、先ずは今あ
る資料を基にして議論したほうが良いのではないかとのことで、事務局

にある流山市の広報・PIに関する資料を提供することとなった。 
 
・広報用のビデオを作成することについて前向きな意見が示されたが、目
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的や内容などが不明確であったため、広報・PIチームで詳細を検討する
こととなった。 
 

・次回までに、具体的内容（案）の 1から 8までを運営調整部会に上程す
るため、各自考えてくることとする。 

 

次回以降日程 
平成 20年 5月 6日（火）10時 00分から 17時 00分まで 
樹里安 ４階 会議室 

 

- 3 - 


